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別  紙  

亀 山 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

提 案 理 由  

 条 例 の 改 正 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に

よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  

 



亀 山 市 条 例 第    号  

 

   亀 山 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 亀 山 市 税 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ５ ０ 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。  

 第 ２ ２ 条 第 ２ 項 中 「 第 ３ １ ４ 条 の ７ 第 ２ 項 」 の 次 に 「 （ 法 附 則 第

５ 条 の ６ 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 場 合 を 含

む 。 ） 」 を 加 え る 。  

 第 ５ ９ 条 第 ５ 項 中 「 （ 独 立 行 政 法 人 森 林 総 合 研 究 所 が 独 立 行 政 法

人 森 林 総 合 研 究 所 法 （ 平 成 １ １ 年 法 律 第 １ ９ ８ 号 ） 附 則 第 ９ 条 第 １

項 又 は 第 １ １ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 行 う 旧 独 立 行 政 法 人 緑 資 源 機 構

法 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ３ ０ 号 ） 第 １ １ 条 第 １ 項 第 ７ 号 イ の 事 業 又

は 旧 農 用 地 整 備 公 団 法 （ 昭 和 ４ ９ 年 法 律 第 ４ ３ 号 ） 第 １ ９ 条 第 １ 項

第 １ 号 イ の 事 業 を 含 む 。 ） 」 を 削 る 。  

 第 １ １ ６ 条 第 ４ 項 中 「 （ 独 立 行 政 法 人 森 林 総 合 研 究 所 が 独 立 行 政

法 人 森 林 総 合 研 究 所 法 附 則 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 行 う 旧 独 立 行

政 法 人 緑 資 源 機 構 法 第 １ １ 条 第 １ 項 第 ７ 号 イ の 事 業 を 含 む 。 ） 」 を

削 る 。  

 附 則 第 ７ 条 中 「 、 第 ４ ６ 条 」 を 削 り 、 「 延 滞 金 の 」 の 次 に 「 年  

１ ４ ． ６ パ ー セ ン ト の 割 合 及 び 」 を 加 え 、 「 各 年 の 前 年 の １ １ 月  

３ ０ 日 を 経 過 す る 時 に お け る 日 本 銀 行 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第 ８ ９ 号 ）

第 １ ５ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 商 業 手 形 の 基 準 割 引

率 に 年 ４ パ ー セ ン ト の 割 合 を 加 算 し た 割 合 を い う 」 を 「 当 該 年 の 前

年 に 租 税 特 別 措 置 法 第 ９ ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 告 示 さ れ た 割 合 に

年 １ パ ー セ ン ト の 割 合 を 加 算 し た 割 合 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て

同 じ 」 に 、 「 そ の 年 中 に お い て は 、 当 該 特 例 基 準 割 合 （ 当 該 割 合 に

０ ． １ パ ー セ ン ト 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て る 。 」

を 「 そ の 年 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 特 例 基 準 割 合 適 用 年 」 と い

う 。 ） 中 に お い て は 、 年 １ ４ ． ６ パ ー セ ン ト の 割 合 に あ っ て は 当 該



特 例 基 準 割 合 適 用 年 に お け る 特 例 基 準 割 合 に 年 ７ ． ３ パ ー セ ン ト の

割 合 を 加 算 し た 割 合 と し 、 年 ７ ． ３ パ ー セ ン ト の 割 合 に あ っ て は 当

該 特 例 基 準 割 合 に 年 １ パ ー セ ン ト の 割 合 を 加 算 し た 割 合 （ 当 該 加 算

し た 割 合 が 年 ７ ． ３ パ ー セ ン ト の 割 合 を 超 え る 場 合 に は 、 年  

７ ． ３ パ ー セ ン ト の 割 合 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

２  当 分 の 間 、 第 ４ ６ 条 に 規 定 す る 延 滞 金 の 年 ７ ． ３ パ ー セ ン ト の

割 合 は 、 同 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 特 例 基 準 割 合 適 用 年 中 に お い

て は 、 当 該 特 例 基 準 割 合 適 用 年 に お け る 特 例 基 準 割 合 と す る 。  

 附 則 第 ８ 条 第 １ 項 中 「 日 本 銀 行 法 」 の 次 に 「 （ 平 成 ９ 年 法 律 第  

８ ９ 号 ） 」 を 加 え 、 「 （ 以 下 こ の 項 」 を 「 （ 当 該 期 間 内 に 前 条 第 ２

項 の 規 定 に よ り 第 ４ ６ 条 に 規 定 す る 延 滞 金 の 割 合 を 同 項 に 規 定 す る

特 例 基 準 割 合 と す る 年 に 含 ま れ る 期 間 が あ る 場 合 に は 、 当 該 期 間 を

除 く 。 以 下 こ の 項 」 に 、 「 到 来 す る 場 合 に は 、 」 を 「 到 来 す る 場 合

に お け る 」 に 、 「 前 条 」 を 「 前 条 第 ２ 項 」 に 改 め る 。  

附 則 第 ８ 条 の ２ 中 「 第 ９ 項 」 を 「 第 １ ０ 項 」 に 改 め る 。  

附 則 第 １ ４ 条 の ２ の ２ 第 １ 項 中 「 平 成 ３ ５ 年 度 」 を 「 平 成 ３ ９ 年

度 」 に 、 「 平 成 ２ ５ 年 」 を 「 平 成 ２ ９ 年 」 に 、 「 附 則 第 ５ 条 の ４ の

２ 第 ５ 項 」 を 「 附 則 第 ５ 条 の ４ の ２ 第 ６ 項 （ 同 条 第 ９ 項 の 規 定 に よ

り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 場 合 を 含 む 。 ） 」 に 改 め る 。  

附 則 第 １ ４ 条 の ３ 中 「 附 則 第 ５ 条 の ５ 第 ２ 項 」 の 次 に 「 （ 法 附 則

第 ５ 条 の ６ 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 場 合 を 含

む 。 ） 」 を 加 え る 。  

附 則 第 １ ７ 条 の ２ の 見 出 し 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ 項 第 ６ 号 及 び 第

１ ０ 項 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ 項 第 ６ 号 等 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中

「 附 則 第 １ ５ 条 第 １ ０ 項 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ９ 項 」 に 改 め 、 同 条

に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

３  法 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ７ 項 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、 ３ 分

の ２ と す る 。  



 附 則 第 ３ ３ 条 第 ３ 項 中 「 又 は 第 ３ ７ 条 の ９ の ２ か ら 第 ３ ７ 条 の ９

の ５ ま で 」 を 「 、 第 ３ ７ 条 の ９ の ４ 又 は 第 ３ ７ 条 の ９ の ５ 」 に 改 め

る 。  

 附 則 第 ４ ４ 条 の ２ の 見 出 し 中 「 延 長 」 を 「 延 長 等 」 に 改 め 、 同 条

第 １ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

  そ の 有 し て い た 家 屋 で そ の 居 住 の 用 に 供 し て い た も の が 東 日 本

大 震 災 （ 平 成 ２ ３ 年 ３ 月 １ １ 日 に 発 生 し た 東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震

及 び こ れ に 伴 う 原 子 力 発 電 所 の 事 故 に よ る 災 害 を い う 。 次 項 に お

い て 同 じ 。 ） に よ り 滅 失 （ 東 日 本 大 震 災 の 被 災 者 等 に 係 る 国 税 関

係 法 律 の 臨 時 特 例 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ２ ３ 年 法 律 第 ２ ９ 号 。 以 下

こ の 条 及 び 次 条 に お い て 「 震 災 特 例 法 」 と い う 。 ） 第 １ １ 条 の ６

第 １ 項 に 規 定 す る 滅 失 を い う 。 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 同

じ 。 ） を し た こ と に よ っ て そ の 居 住 の 用 に 供 す る こ と が で き な く

な っ た 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 、 当 該 滅 失 を し た 当 該 家 屋 の 敷 地 の

用 に 供 さ れ て い た 土 地 等 （ 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 土 地 等 を い う 。

次 項 に お い て 同 じ 。 ） の 譲 渡 （ 震 災 特 例 法 第 １ １ 条 の ４ 第 ６ 項 に

規 定 す る 譲 渡 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） を し た 場 合 に は 、 次

の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ

同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 字 句 と し て 、 附 則 第 ３ ２ 条 、 附 則 第 ３ ３ 条 、

附 則 第 ３ ４ 条 又 は 附 則 第 ３ ５ 条 の 規 定 を 適 用 す る 。  

附 則 第 ３ ２ 条

第 １ 項  

第 ３ ５ 条 第 １ 項  第 ３ ５ 条 第 １ 項 （ 東 日 本 大

震 災 の 被 災 者 等 に 係 る 国 税

関 係 法 律 の 臨 時 特 例 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ２ ３ 年 法 律 第

２ ９ 号 ） 第 １ １ 条 の ６ 第 １

項 の 規 定 に よ り 適 用 さ れ る

場 合 を 含 む 。 ）  

同 法 第 ３ １ 条 第

１ 項  

租 税 特 別 措 置 法 第 ３ １ 条 第

１ 項  

附 則 第 ３ ３ 条

第 ３ 項  

第 ３ ５ 条 の ２ ま

で 、 第 ３ ６ 条 の  

第 ３ ４ 条 の ３ ま で 、 第 ３ ５

条 （ 東 日 本 大 震 災 の 被 災 者  

 ２ 、 第 ３ ６ 条 の

５  

等 に 係 る 国 税 関 係 法 律 の 臨

時 特 例 に 関 す る 法 律 第 １ １



条 の ６ 第 １ 項 の 規 定 に よ り

適 用される場合を含む。）、

第 ３ ５ 条 の ２ 、 第 ３ ６ 条 の

２ 若 し く は 第 ３ ６ 条 の ５

（ こ れ ら の 規 定 が 東 日 本 大

震 災 の 被 災 者 等 に 係 る 国 税

関 係 法 律 の 臨 時 特 例 に 関 す

る 法 律 第 １ １ 条 の ６ 第 １ 項

の 規 定 に よ り 適 用 さ れ る 場

合 を 含 む 。 ）  

附 則 第 ３ ４ 条

第 １ 項  

租 税 特 別 措 置 法

第 ３ １ 条 の ３ 第

１ 項  

東 日 本 大 震 災 の 被 災 者 等 に

係 る 国 税 関 係 法 律 の 臨 時 特

例 に 関 す る 法 律 第 １ １ 条 の

６ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 適 用

さ れ る 租 税 特 別 措 置 法 第  

３ １ 条 の ３ 第 １ 項  

第 ３ ５ 条 第 １

項  

第 ３ ５ 条 第 １ 項  第 ３ ５ 条 第 １ 項 （ 東 日 本 大

震 災 の 被 災 者 等 に 係 る 国 税

関 係 法 律 の 臨 時 特 例 に 関 す

る 法 律 第 １ １ 条 の ６ 第 １ 項

の 規 定 に よ り 適 用 さ れ る 場

合 を 含 む 。 ）  

 同 法 第 ３ ２ 条 第

１ 項  

租 税 特 別 措 置 法 第 ３ ２ 条 第

１ 項  

 附 則 第 ４ ４ 条 の ２ 第 ２ 項 中 「 前 項 の 規 定 は 、 同 項 」 を 「 前 ２ 項 の

規 定 は 、 こ れ ら 」 に 、 「 、 前 項 」 を 「 、 こ れ ら 」 に 改 め 、 同 項 を 同

条 第 ３ 項 と し 、 同 条 第 １ 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

２  そ の 有 し て い た 家 屋 で そ の 居 住 の 用 に 供 し て い た も の が 東 日 本

大 震 災 に よ り 滅 失 を し た こ と に よ っ て そ の 居 住 の 用 に 供 す る こ と

が で き な く な っ た 所 得 割 の 納 税 義 務 者 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 被

相 続 人 」 と い う 。 ） の 相 続 人 （ 震 災 特 例 法 第 １ １ 条 の ６ 第 ２ 項 に

規 定 す る 相 続 人 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） が 、 当 該 滅

失 を し た 旧 家 屋 （ 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 旧 家 屋 を い う 。 以 下 こ の

項 に お い て 同 じ 。 ） の 敷 地 の 用 に 供 さ れ て い た 土 地 等 の 譲 渡 を し

た 場 合 （ 当 該 譲 渡 の 時 ま で の 期 間 当 該 土 地 等 を 当 該 相 続 人 の 居 住

の 用 に 供 す る 家 屋 の 敷 地 の 用 に 供 し て い な い 場 合 に 限 る 。 ） に お

け る 当 該 土 地 等 （ 当 該 土 地 等 の う ち に そ の 居 住 の 用 に 供 す る こ と

が で き な く な っ た 時 の 直 前 に お い て 旧 家 屋 に 居 住 し て い た 者 以 外



の 者 が 所 有 し て い た 部 分 が あ る と き は 、 当 該 土 地 等 の う ち 当 該 部

分 以 外 の 部 分 に 係 る も の に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） の

譲 渡 に つ い て は 、 当 該 相 続 人 は 、 当 該 旧 家 屋 を 当 該 被 相 続 人 が そ

の 取 得 を し た 日 と し て 令 附 則 第 ２ ７ 条 の ２ 第 ４ 項 で 定 め る 日 か ら

引 き 続 き 所 有 し て い た も の と 、 当 該 直 前 に お い て 当 該 旧 家 屋 の 敷

地 の 用 に 供 さ れ て い た 土 地 等 を 所 有 し て い た も の と そ れ ぞ れ み な

し て 、 前 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 附 則 第 ３ ２ 条 、 附 則 第 

３ ３ 条 、 附 則 第 ３ ４ 条 又 は 附 則 第 ３ ５ 条 の 規 定 を 適 用 す る 。  

 附 則 第 ４ ５ 条 第 １ 項 中 「 附 則 第 ４ ５ 条 第 ３ 項 」 を 「 附 則 第 ４ ５ 条

第 ４ 項 」 に 、 「 「 法 附 則 第 ５ 条 の ４ の ２ 第 ５ 項 」 を 「 「 法 附 則 第 ５

条 の ４ の ２ 第 ６ 項 （ 同 条 第 ９ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る

場 合 を 含 む 。 ） 」 に 、 「 附 則 第 ５ 条 の ４ の ２ 第 ５ 項 」 と 、 」 を 「 附

則 第 ５ 条 の ４ の ２ 第 ６ 項 」 と 、 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 第 １ ３ 条

の ２ 第 １ 項 か ら 第 ５ 項 」 を 「 第 １ ３ 条 の ２ 第 １ 項 か ら 第 ６ 項 」 に 、

「 附 則 第 ４ ５ 条 第 ４ 項 」 を 「 附 則 第 ４ ５ 条 第 ５ 項 」 に 、 「 「 法 附 則

第 ５ 条 の ４ の ２ 第 ５ 項 」 を 「 「 法 附 則 第 ５ 条 の ４ の ２ 第 ６ 項 （ 同 条

第 ９ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 場 合 を 含 む 。 ） 」 に 、

「 適 用 さ れ る 法 附 則 第 ５ 条 の ４ の ２ 第 ５ 項 」 を 「 適 用 さ れ る 法 附 則

第 ５ 条 の ４ の ２ 第 ６ 項 （ 法 附 則 第 ４ ５ 条 第 ６ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替

え て 適 用 さ れ る 場 合 を 含 む 。 ） 」 に 改 め る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

（ １ ） 第 ２ ２ 条 第 ２ 項 の 改 正 規 定 並 び に 附 則 第 ７ 条 、 第 ８ 条 、 第 ８

条 の ２ 、 第 １ ４ 条 の ３ 、 第 ３ ３ 条 及 び 第 ４ ４ 条 の ２ の 改 正 規

定 並 び に 次 条 並 び に 附 則 第 ３ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定  平

成 ２ ６ 年 １ 月 １ 日  

（ ２ ） 附 則 第 １ ４ 条 の ２ の ２ 及 び 第 ４ ５ 条 の 改 正 規 定 並 び に 附 則 第

３ 条 第 ３ 項 の 規 定  平 成 ２ ７ 年 １ 月 １ 日  



 （ 延 滞 金 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ２ 条  改 正 後 の 亀 山 市 税 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第

７ 条 の 規 定 は 、 延 滞 金 の う ち 平 成 ２ ６ 年 １ 月 １ 日 以 後 の 期 間 に 対

応 す る も の に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 の 期 間 に 対 応 す る も の に つ い

て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 （ 市 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ３ 条  新 条 例 第 ８ 条 の ２ の 規 定 は 、 平 成 ２ ６ 年 度 以 後 の 年 度 分 の

個 人 の 市 民 税 に つ い て 適 用 し 、 平 成 ２ ５ 年 度 ま で の 個 人 の 市 民 税

に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

２  新 条 例 附 則 第 ４ ４ 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 は 、 市 民 税 の 所 得 割 の 納

税 義 務 者 が 平 成 ２ ５ 年 １ 月 １ 日 以 後 に 行 う 同 項 に 規 定 す る 土 地 等

の 譲 渡 に つ い て 適 用 す る 。  

３  新 条 例 附 則 第 ４ ５ 条 の 規 定 は 、 平 成 ２ ７ 年 度 以 後 の 年 度 分 の 個

人 の 市 民 税 に つ い て 適 用 し 、 平 成 ２ ６ 年 度 ま で の 個 人 の 市 民 税 に

つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 （ 固 定 資 産 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ４ 条  別 段 の 定 め が あ る も の を 除 き 、 新 条 例 の 規 定 中 固 定 資 産 税

に 関 す る 部 分 は 、 平 成 ２ ５ 年 度 以 後 の 年 度 分 の 固 定 資 産 税 に つ い

て 適 用 し 、 平 成 ２ ４ 年 度 ま で の 固 定 資 産 税 に つ い て は 、 な お 従 前

の 例 に よ る 。  

２  新 条 例 附 則 第 １ ７ 条 の ２ 第 ３ 項 の 規 定 は 、 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日

以 後 に 締 結 さ れ る 地 方 税 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 ２ ５ 年 法

律 第 ３ 号 ） 第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 地 方 税 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法

律 第 ２ ２ ６ 号 ） 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ７ 項 に 規 定 す る 管 理 協 定 に 係 る

同 項 に 規 定 す る 協 定 倉 庫 に 対 し て 課 す べ き 平 成 ２ ６ 年 度 以 後 の 年

度 分 の 固 定 資 産 税 に つ い て 適 用 す る 。  

 


